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■本年度実証実験を踏まえたブラッシュアップ

• 本年度の大島公園ラインでの実証実験では、乗降状況
調査や事業者ヒアリング等による効果検証を実施
→資料1-2で詳細説明

■新たなモビリティの活用方策の検討

• 電動キックボード等の利用実態を踏まえて、町内での
活用方策を検討

• 新たに導入したモビリティの活用方策の検討

■多分野連携

• 福祉や観光等と連携した取組みの検討
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■学校連携の拡大

• 大島高校との継続的な取組み実施

• 小学校・中学校や大島海洋国際高校との連携の模索

■子ども向けの運賃施策の検討

• 子どもが公共交通を利用しやすくなるような運賃施策
の検討

■住民参画の促進

• 町と住民が連携して、「まちの交通井戸端会議」を継
続実施
→資料1-3で詳細説明
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令和8年度の検討体制の整理

大島町地域公共交通活性化協議会
(法定協議会)

•道路運送法及び地域交通法に基づく会議体
•地域公共交通計画の推進にかかる意思決定
【メンバー】

関係法令にもとづく設置要綱で規定
(事業者、事業実施主体、利⽤者代表、
学識経験者、関係⾏政)

事業推進部会
•法定協議会の下部組織
•地域公共交通計画に位置付けた事業実施に
あたっての実施主体間の協議・調整

•取組みや事業単位で会議体を構成、進捗に
合わせて設置・解体
【メンバー】

町、事業主体
→各事業に合わせて随時調整
必要に応じてオブザーバーを招致

庁内WG
•地域公共交通計画に位
置付けた事業実施にあ
たっての大島町の関係
部署間の協議・調整
【メンバー】

関係部署係⻑級

他分野
会議体

まちの交通井⼾端会議
•地域公共交通計画の推進の
ための情報収集や機運醸成

•協議・調整や意思決定機能
は有しない(「決める場所」
ではない)
【メンバー】

町⺠等
→町内組織(婦人会等)の他、
呼びかけ等でメンバーを
随時調整

情報提供
・

話題提供

会議体の⽴上げ要請
協議・調整結果の共有

意思決定の要請

連携

協議・調整結果の共有
意思決定の要請

協議・調整の要請

他分野
事業主体

担当課を通じた協議要請

担当課を通じた実施要請

必要に応じて
事業推進部会に参加

必要に応じて
事業推進部会

に参加


